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(57)【要約】
【課題】タッチインタラクションを用いる超音波診断装
置を開示する。
【解決手段】超音波診断装置は、超音波映像を生成する
超音波映像生成部と、ユーザからタッチインタラクショ
ンが入力されるタッチ入力部と、タッチ入力部における
タッチインタラクションを感知する感知センサと、感知
されたタッチインタラクションによって超音波映像を処
理するための操作を制御する制御部と、制御部の制御に
よって超音波映像を表示する表示部とを含み、タッチイ
ンタラクションは、タッチ入力部に対するマルチタッチ
が可能な１つ以上のタッチ操作を含む。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波映像を生成する超音波映像生成部と、
　ユーザからタッチインタラクションが入力されるタッチ入力部と、
　前記タッチ入力部における前記タッチインタラクションを感知する感知センサと、
　前記感知されたタッチインタラクションの指令内容に従って前記超音波映像を制御する
制御部と、
　前記制御部の制御に従って前記超音波映像を表示する表示部と、
を含み、
　前記タッチインタラクションは、前記タッチ入力部に対するマルチタッチが可能な１つ
以上のタッチ操作を含む超音波診断装置。
【請求項２】
　前記制御部は、
　前記超音波映像をスキャンしている時、前記タッチ入力部が前記タッチインタラクショ
ンを感知すると、その指令内容に従って前記超音波映像に対するイメージまたは状態を変
更するように制御する請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記制御部は、
　前記超音波映像をスキャンしている時、前記感知されたタッチインタラクションが上下
にドラッグする操作である場合、前記超音波映像のイメージに対する表示の深さを調節す
るように制御する請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記制御部は、
　前記超音波映像をスキャンしている時、前記感知されたタッチインタラクションが１回
のクリック操作である場合、前記超音波映像の最後のイメージを表示するフリーズ（凍結
）状態に変更するように制御する請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記制御部は、
　前記超音波映像をスキャンしている時、前記感知されたタッチインタラクションが２つ
の地点をドラッグする操作である場合、前記超音波映像のズーム機能を働かせるように制
御する請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記制御部は、
　前記超音波映像をスキャンしている時、前記感知されたタッチインタラクションが円形
ドラッグ操作である場合、前記超音波映像を回転するように制御する請求項２に記載の超
音波診断装置。
【請求項７】
　前記制御部は、
　前記超音波映像をスキャンしている時、前記感知されたタッチインタラクションが１地
点を押し続ける操作である場合、前記超音波映像に対するシネ（Ｃｉｎｅ）イメージを格
納するように制御する請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記制御部は、
　前記フリーズ状態において、前記感知されたタッチインタラクションが１回のクリック
である場合、前記超音波映像をライブ状態に変更するように制御する請求項４に記載の超
音波診断装置。
【請求項９】
　前記制御部は、
　前記フリーズ状態において、前記感知されたタッチインタラクションが左右に速度差を
有する線形の動きである場合、イメージ探索バーの移動を制御する請求項４に記載の超音
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波診断装置。
【請求項１０】
　前記制御部は、
　前記フリーズ状態において、前記感知されたタッチインタラクションがサムネイルに対
して上下または左右に速度差を有する線形の動きである場合、サムネイルページを転換す
るように制御する請求項４に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記制御部は、
　前記フリーズ状態において、前記感知されたタッチインタラクションが１地点を押し続
ける操作である場合、前記超音波映像に対するイメージを格納するように制御する請求項
４に記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記制御部は、
　前記超音波映像を表示するモード別に、前記感知されたタッチインタラクションに対応
する超音波映像の表示状態（表示モード）を変更させるように制御する請求項１に記載の
超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記制御部は、
　前記超音波映像を表示する前記モードがＭモードであり、前記感知されたタッチインタ
ラクションが左右にドラッグする操作である場合、ｍライン（Ｍモードライン）を移動さ
せるように制御する請求項１２に記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　前記制御部は、
　前記超音波映像を表示する前記モードがＰＷモードであり、前記感知されたタッチイン
タラクションが上下または左右にドラッグする操作である場合、ＳＶ（Ｓａｍｐｌｅ　Ｖ
ｏｌｕｍｅ）の位置を移動するように制御し、また、前記感知されたタッチインタラクシ
ョンが同時に２つ以上の地点をタッチする操作である場合、前記ＳＶの大きさを変更する
ように制御する請求項１２に記載の超音波診断装置。
【請求項１５】
　前記制御部は、
　前記超音波映像を表示する前記モードがＣモードであり、前記感知されたタッチインタ
ラクションが上下または左右にドラッグする操作である場合、ＲＯＩの位置を変更するよ
うに制御し、また、前記感知されたタッチインタラクションが同時に２つ以上の地点をタ
ッチする操作である場合、前記ＲＯＩの大きさを変更するように制御する請求項１２に記
載の超音波診断装置。
【請求項１６】
　前記制御部は、
　前記超音波映像を表示する前記モードがＰＤモードであり、前記感知されたタッチイン
タラクションが上下または左右にドラッグする操作である場合、ＲＯＩの位置を変更する
ように制御し、また、前記感知されたタッチインタラクションが同時に２つ以上の地点を
タッチする操作である場合、前記ＲＯＩの大きさを変更するように制御する請求項１２に
記載の超音波診断装置。
【請求項１７】
　前記制御部は、
　前記超音波映像を表示する前記モードが３Ｄスタンバイ状態であり、前記感知されたタ
ッチインタラクションが上下または左右にドラッグする操作である場合、ＲＯＩの位置を
変更するように制御し、また、前記感知されたタッチインタラクションが同時に２つ以上
の地点をタッチする操作である場合、前記ＲＯＩの大きさを変更するように制御する請求
項１２に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、タッチインタラクションを用いる超音波診断装置に関し、より詳細には、タ
ッチインタラクションによって必要なボタンの数を減少させ、更にユーザによる操作手順
を少なくすることができる超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、超音波診断装置は、超音波信号を送信および受信するために広帯域特性を有す
るトランスデューサで構成されたプローブを備えている。超音波診断装置は、そのトラン
デューサを電気的に励振することにより、超音波信号を生成して人体に伝達させる。その
超音波信号は、人体内部の組職の境界で反射して超音波エコー信号としてトランスデュー
サに戻り、再び電気的信号に変換される。超音波診断装置は、その変換された電気的信号
を増幅および信号処理して、組職を映像するための超音波映像データを生成し、表示部に
表示する。
【０００３】
　最近、市場に出回っているポータブル超音波診断装置は、非常に軽量かつ小型であるに
もかかわらず既存のカートの付いた装置と同等の機能と性能を有している。しかしながら
、従来のポータブル超音波診断装置は、１～２インチのトラックボールを用いているため
、装置の小型化に限界がある。
【０００４】
　また、従来のポータブル超音波診断装置は、装置を小さくすると入力に使用するボタン
などの配置に十分なスペースが確保されないため、使用上において優先順位が低い機能を
削除して、限られた数のボタンだけを配置している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、タッチインタラクションを用いることにより必要な多様な機能を提供しなが
らも、必要なボタンの数を減らして製品を小型化することができる超音波診断装置を提供
することにある。
【０００６】
　また、本発明は、タッチインタラクションを適用することにより、機能操作を行うため
の手順を少なくすることができる超音波診断装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一実施形態に係る超音波診断装置は、超音波映像を生成する超音波映像生成部
と、ユーザからタッチインタラクションが入力されるタッチ入力部と、前記タッチ入力部
におけるタッチインタラクションを感知する感知センサと、前記感知されたタッチインタ
ラクションに従って前記超音波映像を処理するための操作を制御する制御部と、前記制御
部の制御によって前記超音波映像を表示する表示部とを有し、前記タッチインタラクショ
ンは、前記タッチ入力部に対しマルチタッチが可能な１つ以上のタッチ操作を含む。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、タッチインタラクションを適用することにより、必要な多様な機能を
提供しながらも必要なボタンの数を減らして製品を小型化した超音波診断装置を提供する
ことができる。
【０００９】
　また、本発明によれば、タッチインタラクションを適用することにより、機能操作の手
順を少なくした超音波診断装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
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【図１】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す図である。
【図２】本発明に係るタッチインタラクションの一例としてドラッグ操作を示す図である
。
【図３】本発明に係るタッチインタラクションの一例としてタップ操作を示す図である。
【図４】本発明に係るタッチインタラクションの一例として円形ドラッグ操作を示す図で
ある。
【図５】本発明に係るタッチインタラクションの一例としてロングタップ操作を示す図で
ある。
【図６】本発明に係るタッチインタラクションの一例としてフリック操作を示す図である
。
【図７】Ｍモードにおいて、本発明に係るタッチインタラクションによる変更事項を示す
図である。
【図８】ＰＷ（パルス波）モードにおいて、本発明に係るタッチインタラクションによる
変更事項を示す図である。
【図９】Ｃ（カラー）／ＰＤ（パワードプラー）モードまたは３Ｄ（３次元）スタンバイ
状態において、本発明に係るタッチインタラクションによる変更事項を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、添付の図面を参照しながら、タッチインタラクションを適用する超音波診断装置
について詳細に説明する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の構成を示す図である。
【００１３】
　図１に示すように、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置１００は、超音波映像生
成部１１０、タッチ入力部１２０、感知センサ１３０、制御部１４０および表示部１５０
を備えている。
【００１４】
　超音波映像生成部１１０は、超音波映像を生成する。すなわち、超音波映像生成部１１
０は、超音波診断装置１００において患者に対して超音波診断を行い、超音波映像を生成
する。
【００１５】
　タッチ入力部１２０は、ユーザからタッチインタラクションの入力を受ける。本発明に
おいて、タッチインタラクションは、タッチ入力部１２０を介して行われるマルチタッチ
を含む１つ以上のタッチ操作を含む。即ち、タッチインタラクションは、タップ（Ｔａｐ
）、ダブルタップ（Ｄｏｕｂｌｅ　Ｔａｐ）、ドラッグ（Ｄｒａｇ）、ロングタップ（Ｌ
ｏｎｇ　ｔａｐ）、フリック（Ｆｌｉｃｋ）、またはマルチタッチ（Ｍｕｌｔｉ　ｔｏｕ
ｃｈ）などのような多様なタッチ操作を含む。タップは１回のクリック（タッチ）操作を
、ダブルタップは２回連続するクリック（タッチ）操作を、また、ドラッグはタッチ入力
部１２０にユーザが指を置いた状態で上下または左右に一定の速度で動かす操作である。
ロングタップは１点を押し続ける操作を、フリックは特定の命令に関する速い線形の動き
を、また、マルチタッチは同時に２つ以上のタッチ地点を押す操作である。
【００１６】
　このタッチ入力部１２０は、入力ボタンを操作する代わりにユーザによるタッチ操作に
よって、超音波診断装置１００に対してユーザが所望する機能を入力することができる手
段であり、タッチパッドだけではなく他の多様なタッチ入力手段で実現することができる
。
【００１７】
　このように、本発明は、タッチインタラクションを適用することにより、必要な多様な
機能を提供しながらボタンの数を減らして製品を小型化することができる超音波診断装置
１００を提供する。
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【００１８】
　感知センサ１３０は、タッチ入力部１２０から入力されたユーザのタッチインタラクシ
ョンを感知する。
【００１９】
　制御部１４０は、感知されたタッチインタラクションに従って超音波映像を処理するた
めの操作を制御する。すなわち、制御部１４０は、感知されたタッチインタラクション情
報に基づいて超音波映像に対するイメージ（サムネイルイメージなど、映像をイメージ化
したもの）または状態（モード）を変更するように制御する。
【００２０】
　例えば、制御部１４０は、超音波映像をスキャンしている時にあるタッチインタラクシ
ョンを感知すると、その指令内容に従って超音波映像に対するイメージまたは状態を変更
する。
【００２１】
　表示部１５０は、制御部１４０の制御に従って超音波映像を変更し表示する。すなわち
、表示部１５０は、制御部１４０の制御に従ってイメージまたは状態が変更された超音波
映像を表示する。
【００２２】
　図２は、本発明に係るタッチインタラクションの一例としてドラッグ操作を示す。
【００２３】
　例えば、図２に示すように、超音波映像をスキャンしている時に、タッチ入力部１２０
が、ユーザから一定の速度で上下にドラッグする操作の入力を受けた場合を考える。する
と、感知センサ１３０は、その情報を感知する。次に、制御部１４０は、感知センサ１３
０の情報に従って、超音波映像のイメージに対する深さ（ｄｅｐｔｈ）を調節する。
【００２４】
　図３は、本発明に係るタッチインタラクションの一例としてタップ操作を示す。
【００２５】
　図３で、タッチ入力部１２０は、超音波映像をスキャンしている時に、ユーザから１回
クリック（タッチ）するタップ操作の入力を受ける。すると、感知センサ１３０は、それ
を１回クリックするタップ操作のタッチインタラクションとして感知する。これを受けて
制御部１４０は、前記感知した情報に基づき、表示している超音波映像の最後のイメージ
を表示するフリーズ（ｆｒｅｅｚｅ）状態に変更する。　
【００２６】
　一方、タッチ入力部１２０は、超音波映像をスキャンしている時にユーザから２つの地
点をドラッグする操作が入力されれば、感知センサ１３０はそれを感知し、制御部１４０
は、超音波映像に対しズーム（ｚｏｏｍ）機能を制御する。
【００２７】
　図４は、本発明に係るタッチインタラクションの一例として円形ドラッグ操作を示す。
【００２８】
　図４に示すように、タッチ入力部１２０は、超音波映像をスキャンしている時にユーザ
から円形ドラッグ操作の入力を受けると、感知センサ１３０は、タッチ入力部１２０から
円形ドラッグ操作をタッチインタラクションとして感知する。制御部１４０は、その情報
を受けて超音波映像を回転するように制御してもよい。
【００２９】
　図５は、本発明に係るタッチインタラクションの一例としてロングタップ（Ｌｏｎｇ　
Ｔａｐ）操作を示す。
【００３０】
　図５において、タッチ入力部１２０は、超音波映像をスキャンしている時にユーザから
１地点を押し続けるロングタップ操作の入力を受ける。感知センサ１３０はそれを感知し
、制御部１４０は、超音波映像に対するシネ（Ｃｉｎｅ）イメージを格納するように制御
してもよい。
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【００３１】
　また、制御部１４０は、フリーズ状態で感知されたタッチインタラクションが１回のク
リックである場合、超音波映像を再びライブ（ｌｉｖｅ）状態に変更する（戻す）ように
制御してもよい。
【００３２】
　図６は、本発明に係るタッチインタラクションの一例としてフリック操作を示す。
【００３３】
　図６に示すように、タッチ入力部１２０は、フリーズ状態において、ユーザから左右で
速度差を有する線形の動きでフリック操作の入力を受ける。感知センサ１３０は、その動
きを検知し、図６に示すように、タッチ入力部１２０から、左右に速い速度（速く）から
遅い速度（遅く）に速度差を有する線形の動きをタッチインタラクションとして感知する
ことができる。制御部１４０は、フリーズ状態で感知されたタッチインタラクションが左
右に速度差を有する線形の動きである場合、イメージ探索バーの移動を制御してもよい。
【００３４】
　また、制御部１４０は、フリーズ状態で感知されたタッチインタラクションがサムネイ
ル（ｔｈｕｍｂｎａｉｌ）に対して上下または左右に速度差を有する線形の動きである場
合、サムネイルページを転換するように制御することができる。このとき、上下または左
右方向は、サムネイルの配置方向によって異なることがある。
【００３５】
　また、制御部１４０は、フリーズ状態で、タッチインタラクションが１地点を押し続け
ると、超音波映像に対するイメージを格納するように制御する。
【００３６】
　また、制御部１４０は、感知されたタッチインタラクションによって超音波映像の表示
状態（モード）を変更することができる。
【００３７】
　図７は、Ｍモードにおいて、本発明に係るタッチインタラクションによって指令内容を
変更する様子を示す。
【００３８】
　即ち、図７において、制御部１４０は、超音波映像を表示するモードがＭモードであり
、感知されたタッチインタラクションが左右にドラッグする操作である場合、ｍライン（
Ｍモードライン）の位置を移動させるように制御する。即ち、同図で制御部は、基準画面
７００において中心に存在するｍラインが第１変化画面７１０または第２変化画面７２０
のように左側または右側に移動するように制御してもよい。
【００３９】
　図８は、ＰＷモードにおいて、本発明に係るタッチインタラクションを用いてその内容
を変更する例示図である。
【００４０】
　即ち、図８において、制御部１４０は、感知されたタッチインタラクションが上下また
は左右にドラッグする操作である場合、ＳＶ（Ｓａｍｐｌｅ　Ｖｏｌｕｍｅ）の位置を移
動するように制御してもよい。例えば、感知されたタッチインタラクションが上側にドラ
ッグする操作である場合、制御部１４０は、基準画面８００において中央に位置したＳＶ
の位置が第１変化画面８１０のように上側に移動するように制御してもよい。
【００４１】
　また、他の一例として、超音波映像を表示するモードがＰＷモードであり、感知された
タッチインタラクションが同時に２つ以上の地点をタッチする操作である場合、制御部１
４０は、基準画面８００で提供されるＳＶの大きさが第２変化画面８２０に示すように拡
大するように制御してもよい。
【００４２】
　図９は、Ｃ（カラー）／ＰＤ（パワードプラー）モードまたは３Ｄスタンバイ状態にお
いて、本発明に係るタッチインタラクションにより指令内容を変更する様子を示す。
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【００４３】
　即ち、図９において、超音波映像を表示するモードがＣ（ｃｏｌｏｒ）モードであり、
感知されたタッチインタラクションが上下または左右にドラッグする操作である場合、制
御部１４０は、ＲＯＩ（Ｒｅｇｉｏｎ　Ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｅｓｔ）の位置を変更するよう
に制御してもよい。例えば、図に示すように感知されたタッチインタラクションが上方に
ドラッグする操作である場合、基準画面９００で提供される基準ＲＯＩ ９０１の位置が
第１変化画面９１０のように第１ＲＯＩ ９１１の位置（上側）に変更するように制御し
てもよい。
【００４４】
　また、超音波映像を表示するモードがＣモードであり、感知されたタッチインタラクシ
ョンが同時に２つ以上の地点をタッチする操作である場合、制御部１４０は、ＲＯＩの大
きさを変更するように制御してもよい。一例として、図９に示すように、制御部１４０は
、感知されたタッチインタラクションが同時に２つ以上の地点をタッチする操作が基準よ
りも大きい場合、基準画面９００で提供される基準ＲＯＩ ９０１の大きさが第２変化画
面９２０の第２ＲＯＩ ９２１ように拡大するように制御してもよい。
【００４５】
　また制御部１４０は、超音波映像を表示するモードがＰＤ（Ｐｏｗｅｒ　Ｄｏｐｐｌｅ
ｒ）モードであり、感知されたタッチインタラクションが上下または左右にドラッグする
操作である場合、ＲＯＩの位置を変更するように制御する。同様に、超音波映像を表示す
るモードがＰＤモードであり、感知されたタッチインタラクションが同時に２つ以上の地
点をタッチする操作である場合、制御部１４０は、ＲＯＩの大きさを変更するように制御
してもよい。
【００４６】
　超音波映像を表示するモードが３Ｄスタンバイ（Ｓｔａｎｄｂｙ）状態であり、感知さ
れたタッチインタラクションが上下または左右にドラッグする操作である場合、制御部１
４０は、ＲＯＩの位置を変更するように制御してもよい。また同様に、感知されたタッチ
インタラクションが同時に２つ以上の地点をタッチする操作である場合、制御部１４０は
、ＲＯＩの大きさを変更するように制御してもよい。
【００４７】
　このように、本発明は、多様なタッチインタラクションを適用することにより、各モー
ド別に機能を実行するための操作手順を減らした超音波診断装置を提供してくれる。
【００４８】
　上述したように、本発明の好ましい実施形態を参照して説明したが、該当の技術分野に
おいて熟練した当業者にとっては、特許請求の範囲に記載された本発明の思想および領域
から逸脱しない範囲内で、本発明を多様に修正および変更することができることを理解す
るであろう。すなわち、本発明の技術的範囲は、特許請求の範囲に基づいて定められ、発
明を実施するための最良の形態により制限されるものではない。
【符号の説明】
【００４９】
　　１００：超音波診断装置
　　１１０：超音波映像生成部
　　１２０：タッチ入力部
　　１３０：感知センサ
　　１４０：制御部
　　１５０：表示部
　　７００、８００、９００：基準画面
　　７１０、８１０、９１０：第１変化画面
　　７２０、８２０、９２０：第２変化画面
　　９０１：基準ＲＯＩ
　　９１１：第１ＲＯＩ
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　　９２１：第２ＲＯＩ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】 【図９】
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